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北斗市農業委員会 



招 集 年 月 日 令和６年１２月１９日 

招 集 場 所 北斗市総合分庁舎 ３階 会議室 

委員の出欠状況 

（出席 １２名） 

（欠席  ２名） 

１番 澤 田   亨 出 席 ８番 落 合   修 出 席 

２番 山 本 正 人 出 席 ９番 吉 田 勝 幸 出 席 

３番 齊 藤 介 男 出 席 １０番 佐々木 敬 子 出 席 

４番 笠 原 勝 幸 出 席 １１番 時 田 孝 喜 出 席 

５番 佐々木 秀 樹 出 席 １２番 加 藤   隆 出 席 

６番 岡 村 栄 士 欠 席 １３番 佐々木 勝 利 出 席 

７番 中 川   哲 出 席 １４番 和 田 勝 雄 欠 席 

本会議に職務の 

ため出席した者 

の職氏名 

北斗市農業委員会 

事務局長 野 田 広 樹 

係 長 大 森 千 里 

主 事 補 東 條   新 

 

 



 

会長提出議案 

 

報告第１号 農地法第３条の規定による届出について 

報告第２号 農地法第５条の規定による届出について 

報告第３号 農地移動適正化あっせん申出の取下げについて 

議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の 

 確認について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 
 用集積計画（所有権移転）の決定について 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 
 用集積計画（賃貸借）の決定について 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 
 用集積計画（使用貸借）の決定について 

議案第６号 土地の現況証明調査委員の指名について 

 

 

委員提出議案 

等の標題 

 

 

 



第３４回北斗市農業委員会総会議事日程 

 

 

開議 令和６年１２月１９日 午後１時３０分 

 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  農地法第３条の規定による届出について          （報告第１号） 

日程第４  農地法第５条の規定による届出について          （報告第２号） 

日程第５  農地移動適正化あっせん申出の取下げについて       （報告第３号） 

日程第６  農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確 

認について                       （議案第１号） 
  
日程第７  農地法第３条の規定による許可申請について        （議案第２号） 

日程第８  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（所有権移転）の決定について          （議案第３号） 

日程第９  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（賃貸借）の決定について            （議案第４号） 

日程第１０ 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用 

集積計画（使用貸借）の決定について           （議案第５号） 

日程第１１ 土地の現況証明調査委員の指名について          （議案第６号） 



第３４回北斗市農業委員会総会議決結果表 

 

 

令和６年１２月１９日 

番号 
番号 

報告・議案 
件 名 提出者 

議決 
結果 

備考 

１ 報告第１号 農地法第３条の規定による届出について 会長 報告済 ３件 

２ 報告第２号 農地法第５条の規定による届出について 会長 報告済 １件 

３ 報告第３号 
農地移動適正化あっせん申出の取下げについ
て 

会長 報告済 ２件 

４ 議案第１号 
農地法第１８条の規定による合意解約通知の
成立状況の確認について 

会長 決定 ３件 

５ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 会長 決定 ３件 

６ 議案第３号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（所有権移転）の決定
について 

会長 決定 ５件 

７ 議案第４号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（賃貸借）の決定につ
いて 

会長 決定 ４０件 

８ 議案第５号 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ
る農用地利用集積計画（使用貸借）の決定に
ついて 

会長 決定 １３件 

９ 議案第６号 土地の現況証明調査委員の指名について 会長 決定 ― 
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第３４回北斗市農業委員会総会 

（午後 １時３０分 開会） 

(開会宣言) 

澤田職務代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

日程第１ 

議 長 

 

 

日程第２ 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

それでは、全員揃いましたので、総会を始めていきたいと思いま

す。局長の方から説明があると思いますが、会長がただいま検査入

院中ということで、私にも連絡がありましたが、総会の方を頼むと

いうことなので、今年最後の総会になります。私もしばらく総会の

進行をやっていませんので、皆様よろしくお願いしたいと思いま

す。 

本日の総会は、報告３件、議案６件であります。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

本日の委員の動向をお知らせいたします。 

６番 岡村 栄士 委員、１４番 和田 勝雄委員より欠席の届出

がありました。 

本日は、１２名の委員が出席しております。 

北斗市農業委員会会議規則第７条では、「会長は、会議の議長と

なり議事を整理する」こととなっておりますが、農業委員会等に関

する法律第５条第５項では、「会長が欠けたとき又は、事故がある

ときは、委員が互選した者がその職務を代理する」こととなってお

りますので、この後の議事については澤田職務代理が進行いたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、早速、会議を始めさせていただきます。 

本日の議事日程は、お手元に印刷配布のとおりであります。 

直ちに日程に入ります。 

 

 

日程第１ 本日の会議録署名委員を指名いたします。 

議席番号２番 山本 正人 委員、議席番号３番 齊藤 介男 委

員の両名を指名いたします。 

 

 

日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日と決定することに、御異議ありませ

んか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本総会は本日１日と決定いたしました。 
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日程第３ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第４ 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

日程第３ 報告第１号「農地法第３条の規定による届出につい

て」を議題といたします。 

番号１から番号３までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

農地法第３条の３第１項の規定によりまして、農地又は採草放牧 

 牧地について、相続等により権利を取得した者は農業委員会に届

出ることとなっております。 

番号１につきましては、南大野会館より南側の農地でございま

す。番号２につきましては、清水川工業団地・メイホク食品より東

側及び第一自動車工業㈱より南側の農地でございます。番号３につ

きましては、老人ホーム美ヶ丘敬楽荘より北側の市街化農地でござ

います。この後の報告第２号、農地法第５条の届出において説明及

び報告を行う予定でございます。 

これらの届出につきましては、北斗市農業委員会事務専決規程

に基づき専決処分しましたことをご報告するものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 

 

 

日程第４ 報告第２号「農地法第５条の規定による届出につい

て」を議題といたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、農地法



3 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

日程第５ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

第５条第１項第６号の規定により、農業委員会に届出ることとなっ

ております。本件に関しましては、先程の報告第１号（農地法第３

条の規定による届出）がありました、老人ホーム美ヶ丘敬楽荘より

北側の農地で、一般住宅建設用地として利用するため、転用の届出

がなされたものであります。なお、提出された関係書類で住宅の配

置並びに庭及び駐車場などの面積等の計画を確認いたしましたが、

必要最低限の転用面積となっているものと考えております。 

本件につきましては、北斗市農業委員会事務専決規程に基づき

専決処分しましたことをご報告するものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたします。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 

 

 

日程第５ 報告第３号「農地移動適正化あっせん申出の取下げに

ついて」を議題といたします。 

番号１から番号２までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

  ご説明いたします。 

番号１につきましては、向野セイコーマートより南側の農地でご

ざいまして、令和６年９月において、あっせんの申出がなされてお

りましたが、賃借先が決まったことから取下げるものでございま

す。なお、この案件につきましては、この後の議案第４号（賃貸借）

の決定において、議案ご審議いただく予定となっております。 

  番号２につきましては、新函館農業協同組合開発倉庫より南東側

の農地でございまして、令和４年１１月において、あっせんの申出

がなされておりましたが、売却先が決まったことから取下げるもの

でございます。なお、この案件につきましては、この後の議案第３

号（所有権移転）の決定において、議案ご審議いただく予定となっ

ております。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたします。 
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議 長 

 

日程第６ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

日程第７ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 

 

 

日程第６ 議案第２号「農地法第１８条の規定による合意解約通

知の成立状況の確認について」を議題といたします。 

番号１から番号３までを上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

本件に関しましては、合意による解約が引き渡し期限の６カ月以

内に行われていることが要件となっておりまして、解約合意と引き

渡しが同日で行われ、通知されておりますので問題ないと考えられ

ます。 

  番号１から番号３につきましては、貸主が第三者への売買するた 

め、貸主の都合により解約となっております。 

番号１及び番号２につきましては、この後の議案第２号（農地法

第３条の許可申請）において、番号３につきましては、議案第３号

（基盤法第１８条・所有権移転）において、ご審議いただく予定と

なっております。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたします。 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第７ 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。 

番号１から番号２までを上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

時田 孝喜 

委員 

 

事務局長 

 

時田 孝喜 

委員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、新函館農業協同組合種子センターより西側

の農地でございまして、後継者である三男へすべての農地を１０年

間の期間を設定し使用貸借を行い、経営移譲を行おうとするものでご

ざいます。番号２につきましては、議案第１号（合意解約通知の成

立状況の確認）で決定されました、清川稲荷神社より東側の農地で、

経営規模拡大を図ろうとする方へ売買するものでございます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

（１１番 時田委員 挙手） 

 

１１番 時田委員 

番号２の案件ですが、１０ａいくらの価格はいくらですか。 

  

１０ａ  金額  円です。 

 

わかりました。 

 

 

他にございませんか。なければ、本件は原案のとおり決定いたし

ます。 

 

次の番号３の案件につきましては、７番 中川 哲 委員が北斗市

農業委員会会議規則第２５条の規定により、「議事参与の制限」の

対象となりますので退席を求めます。 

 

（中川 哲 委員 退席） 

 

それでは、番号３を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号３につきましては、㈱駒井生コンより南西側の農地でござい

まして、現在、譲受人が使用貸借を行っている農地について贈与を

行おうとするものでございます。 
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事務局長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第８ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

説明は、以上でございます。よろしく御審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたしま

す。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

（中川 哲 委員 復席） 

 

 

日程第８ 議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について」を議題と

いたします。 

番号１から番号４までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

 番号１につきましては、日本機設㈱上磯工場より北西側の農地で

ございまして、令和５年４月より賃貸借で耕作を行っている方ヘ売

買するものでございます。番号２につきましては、議案第１号（合

意解約通知の成立状況の確認）で決定されました、新函館農業協同

組合開発倉庫よりより南東側の農地でございまして、労働力不足の

ため、経営規模拡大を図ろうとする法人ヘ売買するものでございま

す。番号３につきましては、函館江差自動車道・北斗追分インター

チェンジより、西側の農地でございまして、令和２年１月から賃貸

借で耕作を行っている方ヘ売買するものでございます。番号４につ

きましては、山田 長政元農業委員宅より北側の農地でございまし

て、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図

ろうとする方ヘ売買するものです。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第９ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

次の番号５の案件につきましては、 

１３番 佐々木 勝利 委員が北斗市農業委員会会議規則第２５条

の規定により、「議事参与の制限」の対象となりますので退席を求

めます。 

 

（佐々木 勝利 委員 退席） 

 

それでは、番号５を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号５につきましては、㈱サン・グリーン函館工場より東側の農

地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経

営規模拡大を図ろうとする方ヘ売買するものでございます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いた 

します。 

 

(「異議なし」の声あり) 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

（佐々木 勝利 委員 復席） 

 

 

日程第９ 議案第４号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定

による農用地利用集積計画（賃貸借）の決定について」を議題といた

します。 

番号１から番号３８及び番号４０までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 番号１につきましては、中央開発会館より東側の農地でございま

して労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図

ろうとする方へ５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございま

す。番号２につきましては、山田 長政元農業委員宅より北東側の農

地でございまして労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営

規模拡大を図ろうとする法人へ３年の期間を設定し賃貸借を行なう

ものでございます。番号３につきましては、新函館北斗駅より北東

側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行って

いる経営規模拡大を図ろうとする方へ３年の期間を設定し賃貸借を

行なうものでございます。番号４につきましては、向野セイコーマ

ートより南側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕

作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ５年の期間を設定

し賃貸借を行なうものでございます。番号５から番号１２までにつき

ましては、函館育ちライスターミナル周辺の農地でございまして、村

内地区基盤整備事業に伴い中間管理事業を利用し整備を行なうため、

北海道農業公社を介して、１５年間の期間を設定し賃貸借を行うもの

でございます。番号１３から番号３８まで及び番号４０につきまして

は、継続して賃貸借を行うものでございますので、説明は省略させて

いただきます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

次の番号３９の案件につきましては、 

２番 山本 正人 委員が北斗市農業委員会会議規則第２５条の規

定により、「議事参与の制限」の対象となりますので退席を求めま

す。 

 

（山本 正人 委員 退席） 

 

それでは、番号３９を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第１０ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご説明いたします。 

 番号３９につきましては、リバーサイドゴルフ練習場より西側の

農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている

経営規模拡大を図ろうとする方ヘ５年間の期間を設定し、継続して

賃貸借を行うものでございます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第１０ 議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規

定による農用地利用集積計画（使用貸借）の決定について」を議題と

いたします。 

番号１から番号１３までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、永遠の森火葬場より東側及び大野農業高

等学校より北側の農地でございまして、自身が代表を務める法人へ

１０年間の期間を設定し使用貸借を行なうものでございます。番号

２及び番号３につきましては、南大野会館より南側の農地でござい

まして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大

を図ろうとする方へ、５年間の期間を設定し使用貸借を行うもので

ございます。番号４につきましては、文月会館より北西側の農地で

ございまして、労働力不足のため、令和５年より新規就農された方

に１年間の期間を設定し使用貸借をおこなうものでございます。番

号５につきましては、市営市渡中央団地より東側の農地でございま

して、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を

図ろうとする方へ、３年間の期間を設定し使用貸借を行うものでご

ざいます。番号６から番号１３までにつきましては、継続して使用

貸借を行うものでございますので、説明は省略させていただきま

す。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第１１ 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第１１ 議案第６号「土地の現況証明調査委員の指名につい

て」を議題といたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、調査委員を指名いたします。 

議席番号３番 齊藤 介男 委員、議席番号５番 佐々木 秀樹 委

員、議席番号７番 中川 哲 委員、議席番号９番 吉田 勝幸 委員

の、以上４名を指名することに御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は指名のとおり決定いたします。 

現況調査委員に指名された方は、よろしくお願いいたします。 

以上で、本日の全日程を終了いたしました。 

これをもちまして、第３４回北斗市農業委員会総会を閉会いたし

ます。 

御苦労様でございました。 

 

（午後２時３０分  閉会） 

 

 

 

 

 

会   長   和 田 勝 雄     

 

議   長   澤 田   亨    

 

署 名 委 員   山 本 正 人    

 

   〃     齊 藤 介 男    


